
条例適用不利益処分個票

ID: 127
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 市営住宅の自動車保管場所の証明手数料の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例 第45条の2第2項 

例 規 番 号 平成9年条例第31号 

【根拠条文】 

(保管場所の証明) 

第45条の2 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年

法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行す

るものとする。 

2 市長は、前項の証明を発行するに当たり、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)に

規定する手数料を徴収する。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 129
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 市営住宅の自動車保管場所の使用許可の取消し 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例 第47条 

例 規 番 号 平成9年条例第31号 

【根拠条文】 

(使用許可の取消) 

第47条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、保管場所の使用許可

を取消し、又は明渡しを請求することができる。 

(1) 第44条の使用者資格を失ったとき。 

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。 

(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。 

(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 132
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 不正行為により市営住宅使用料等を免れた者に対する過料 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例 第69条 

例 規 番 号 平成9年条例第31号 

【根拠条文】 

(罰則) 

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、使用料又は入居保証金の全部若しく

は一部の徴収を免れた入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍

に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 139
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 改良住宅の自動車保管場所の証明手数料の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例 第12条第3項及び第4項(芦屋市

営住宅の設置及び管理に関する条例第45条の2第2項の準用) 

例 規 番 号 昭和61年条例第22号 

【根拠条文】 

 (準用) 

第12条 

3 別表第1に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住

宅条例第43条から第47条まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。 

4 別表第2に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住

宅条例第43条から第47条の2まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。この

場合において、市営住宅条例第47条の2第3項中「別表第3」とあるのは「別表第2」と読み替

えるものとする。 

【基準】 

 準用する芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第45条の2の規定による。 

 (保管場所の証明) 

第45条の2 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年

法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行す

るものとする。 

2 市長は、前項の証明を発行するに当たり、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)に

規定する手数料を徴収する。 

備考

設 定 年 月 日 平成 29 年 1 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 141
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 改良住宅の自動車保管場所の使用許可の取消し 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例 第12条第3項及び第4項(芦屋市

営住宅の設置及び管理に関する条例第47条の準用) 

例 規 番 号 昭和61年条例第22号 

【根拠条文】 

 (準用) 

第12条 

3 別表第1に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住

宅条例第43条から第47条まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。 

4 別表第2に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住

宅条例第43条から第47条の2まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。この

場合において、市営住宅条例第47条の2第3項中「別表第3」とあるのは「別表第2」と読み替

えるものとする。 

【基準】 

 準用する芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第47条の規定による。 

 (使用許可の取消) 

第47条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、保管場所の使用許可

を取消し、又は明渡しを請求することができる。 

(1) 第44条の使用者資格を失ったとき。 

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。 

(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。 

(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。 

備考

設 定 年 月 日 平成 29 年 1 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 144
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 不正行為により改良住宅使用料等を免れた者に対する過料 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例 第12条第1項及び第2項(芦屋市

営住宅の設置及び管理に関する条例第69条の準用) 

例 規 番 号 昭和61年条例第22号 

【根拠条文】 

(準用) 

第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、改良住宅の管理については、市営住宅条例

第13条、第14条、第18条、第19条第4項、第20条から第25条まで、第27条、第30条前段、第

31条、第37条から第42条まで、第48条から第51条まで及び第69条の規定を準用する。この場

合において、市営住宅条例第19条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃限度

額」と、第40条中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「家賃限度額」と読み替えるも

のとする。 

2 店舗等の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住宅条例第14条、第20条、

第37条から第42条まで、第48条、第50条から、第51条及び第69条の規定を準用する。この場

合において、市営住宅条例第40条中「入居者」とあるのは「店舗等を使用する者」と、「同

居者」とあるのは「店舗等に勤務する者」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店

舗等の使用料の額」と読み替えるものとする。 

【基準】 

 準用する芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第69条の規定による。 

 (罰則) 

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、使用料又は入居保証金の全部若しく

は一部の徴収を免れた入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍

に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 145
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 改良住宅の店舗等の使用許可の取消し等 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 第5条第2項 

例 規 番 号 昭和61年規則第33号 

【根拠条文】 

(店舗等の使用許可の制限及び取消し) 

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可しない。 

(1) 店舗等の使用目的以外に使用するおそれがあると認めるとき。 

(2) 危険物又は悪臭を発するものなどを保管収納するおそれがあると認めるとき。 

(3) 営業の種類が騒音、振動及び悪臭を発生させるなど近隣に迷惑を及ぼすおそれがある

ものと認めるとき。 

(4) その他市長の指示に従わないとき。 

2 使用者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その使用許可を取り消し、明渡

しを命ずることができる。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 153
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 従前居住者用住宅の自動車保管場所の使用許可の取消し等 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設

置及び管理に関する条例 第9条の4第5項 

例 規 番 号 平成8年条例第27号 

【根拠条文】 

(保管場所の目的外使用許可等) 

第9条の4 市長は、従前居住者用住宅入居者以外の者で、次の各号に掲げる条件をいずれも具

備するものに、入居者の使用に支障が生じない限りにおいて保管場所を使用させることが

できる。ただし、市長がその使用を適当でないと認める場合は、この限りでない。 

(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有す

る法人その他の団体であること。 

(2) 自ら使用するため保管場所を必要としていること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に

規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 

2 前項の規定により保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請

書を提出し、市長の許可を得なければならない。 

3 前項の許可を受けた保管場所の使用料は、別表第3に定める額とし、その月分を毎月5日ま

でに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であ

っても使用料の額は、その月分の月額とする。 

4 前項の保管場所の使用料については、減免し、又は徴収猶予しない。 

5 市長は、保管場所の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保管場所の使用許可

を取り消し、又は明渡しを請求することができる。 

(1) 第1項の使用者資格を失ったとき。 

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。 

(3) 保管場所の使用料を1月以上滞納したとき。 

(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。 

(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。 

別表第3(第9条の2及び第9条の4関係) 

自動車保管場所使用料 

保管場所 使用料月額 

円

精道町団地(入居者による使用) 8,000

精道町団地(第9条の4の規定による使用) 14,000

津知町団地(入居者による使用) 8,000

清水町団地(入居者による使用) 8,000

建物内 10,000

【基準】 

 根拠条文に同じ。 



条例適用不利益処分個票

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 155
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 従前居住者用住宅の自動車保管場所の証明手数料の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設

置及び管理に関する条例 第15条(芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

第45条の2第2項の準用) 

例 規 番 号 平成8年条例第27号 

【根拠条文】 

(準用) 

第15条 前各条に定めるもののほか、従前居住者用住宅を芦屋市営住宅の設置及び管理に関

する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定す

る市営住宅とみなして、市営住宅条例第4条、第12条第3項及び第4項、第14条、第20条、第

24条、第37条から第39条まで、第41条から第44条まで、第45条の2、第47条、第48条から第

51条まで及び第69条の規定は、従前居住者用住宅の管理について準用する。ただし、市営住

宅条例第4条の規定は、第4条第3項の規定により従前居住者用住宅に入居できる者が入居せ

ず、又は居住しなくなった場合に限る。 

【基準】 

 準用する芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第45条の2の規定による。 

 (保管場所の証明) 

第45条の2 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年

法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行す

るものとする。 

2 市長は、前項の証明を発行するに当たり、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)に

規定する手数料を徴収する。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 156
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 不正行為により従前居住者用住宅の使用料等を免れた者に対する過料 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設

置及び管理に関する条例 第15条(芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

第69条の準用) 

例 規 番 号 平成8年条例第27号 

【根拠条文】 

(準用) 

第15条 前各条に定めるもののほか、従前居住者用住宅を芦屋市営住宅の設置及び管理に関

する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定す

る市営住宅とみなして、市営住宅条例第4条、第12条第3項及び第4項、第14条、第20条、第

24条、第37条から第39条まで、第41条から第44条まで、第45条の2、第47条、第48条から第

51条まで及び第69条の規定は、従前居住者用住宅の管理について準用する。ただし、市営住

宅条例第4条の規定は、第4条第3項の規定により従前居住者用住宅に入居できる者が入居せ

ず、又は居住しなくなった場合に限る。 

【基準】 

 準用する芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第69条の規定による。 

 (罰則) 

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、使用料又は入居保証金の全部若しく

は一部の徴収を免れた入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍

に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 3 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 410
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 未納の清算金の繰上徴収 

例 規 名

根 拠 条 項

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・

御影線地区)施行規程 第27条第5項 

例 規 番 号 昭和40年条例第19号 

【根拠条文】 

(清算金の分割徴収または分割交付) 

第27条   

5 清算金を分納する者が分納にかかる納付金を滞納した場合においては、施行者は、未納の

清算金の全部または一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 



条例適用不利益処分個票

ID: 328
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 第5条第1項 

例 規 番 号 昭和63年条例第29号 

【根拠条文】 

(使用料等) 

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める

使用料を前納しなければならない。 

2 第15条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)

第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあつては、使

用者は、前項の使用料に代えて、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前

納しなければならない。 

3 前項の利用料金は、指定管理者が別表第2に定める使用料の額の範囲内において、市長の承

認を得て定めるものとする。 

4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第2項の利用料金を指定管理者の収入

として収受させるものとする。 

別表第2(第5条関係) 

1 JR芦屋駅北自転車駐車場の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 地下1階 地下2階 地下1階 地下2階 

自転車 2,030 1,420 5,600 3,870 100 1,000

原動機付自転車 3,050 2,130 8,350 5,800 200 2,000

2 阪神芦屋駅南自転車駐車場の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 

自転車 2,030 5,600 100 1,000

原動機付自転車 3,050 8,350 200 2,000

3 阪神打出駅前自転車駐車場、阪急芦屋川駅北自転車駐車場及びJR芦屋駅南自転車駐車場

3の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 

自転車 1,520 4,270 100 1,000

原動機付自転車 2,540 7,330 200 2,000

自動二輪車 ― ― 300 3,000
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4 阪神打出駅南自転車駐車場、阪急芦屋川駅南松ノ内自転車駐車場、JR芦屋駅南自転車駐

車場1、JR芦屋駅南自転車駐車場2、JR芦屋駅南自転車駐車場4、JR芦屋駅南自転車駐車場

6及びJR芦屋駅南自転車駐車場9の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 

自転車 1,520 4,270 100 1,000

原動機付自転車 2,540 7,330 200 2,000

5 阪神芦屋駅西自転車駐車場の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 

自転車 2,030 5,600 100 1,000

原動機付自転車 3,050 8,350 200 2,000

自動二輪車 ― ― 300 3,000

6 阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場の使用料 

自転車等の種類 使用料(円) 

定期使用 一時使用 

1月 3月 1日 回数使用 

(11回分) 

自転車 2,030 5,600 100 1,000

備考 

1 定期使用とは、毎月1日から末日までの1月単位で、1月又は3月の使用をいう。 

2 一時使用とは、1日を単位とし、駐車1回の使用をいう。 

3 使用許可期間を経過した場合における経過した期間に係る使用料の額は、1日につき

一時使用の使用料の額とする。 

4 第3条第3号に規定する自動二輪車のうち、原動機付自転車に類似するものについて

は、原動機付自転車の額とする。 

5 第3条第4号の特に認めるものの使用料の額については、駐車する自転車等に類似する

種類の使用料の額とする。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 2 年 10 月 1 日 
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ID: 331
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 使用許可の取消し等 

例 規 名

根 拠 条 項

芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 第8条第1項(第15条第3項に

おいて読み替える場合を含む｡) 

例 規 番 号 昭和63年条例第29号 

【根拠条文】 

(使用許可の取消し等) 

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消

し、又は使用を停止させることができる。 

(1) 使用許可の申請に虚偽又は不正があつたとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止により、使用者に損害が生じることが

あつても、市はこれに対して補償の責めを負わない。 

(管理の代行等) 

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行

わせることができる。 

2 前項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業

務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務 

(2) 駐車場の運営に関する業務 

(3) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務 

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営又は維持管理上市長が必要があると認める

業務 

3 第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の第3条第4号、第3条の2第

3項、第3条の3第1項、第4条、第8条、第9条、第11条第7号及び第13条の規定の適用について

は、第3条第4号、第4条、第8条第1項及び第11条第7号中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、第3条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、

あらかじめ市長の承認を得て」と、第3条の3第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

第8条第2項及び第13条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条中「市長は、駐

車場の補修その他駐車場の管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、

駐車場の補修その他駐車場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を

得て」とする。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考
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設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 347
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 料金の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例 第6条 

例 規 番 号 平成8年条例第28号 

【根拠条文】 

(駐車料金の額等) 

第6条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表第2に定める額とする。 

2 市長は、回数駐車券(以下「回数券」という。)及び定期駐車券(以下「定期券」という。)

を発行することができる。 

3 回数券及び定期券の料金の額は、回数券にあっては別表第3、定期券にあっては別表第4の

とおりとする。 

別表第2(第6条関係) 

使用区分 料金 

普通駐車 30分ごとに250円(1日の合計額が2,000円を

超える場合にあっては2,000円とする。) 

夜間駐車(午後7時から翌日午前9時まで(午

後12時を超えて利用する場合に限る。)) 

1回 1,500円 

備考 

1 1日とは、午前0時から午後12時までの間の利用をいう。 

2 夜間駐車の料金が適用となる利用で、駐車した日の午後7時以前又は駐車した日の翌

日の午前9時以後の利用がある場合における料金は、夜間駐車の料金に普通駐車の料金

を加算する。 

別表第3(第6条関係) 

回数券の種類 回数券の金額 

48度数券 10,000円

備考 この表において、「度数」とは、料金250円相当の利用の単位をいう。 

別表第4(第6条関係) 

駐車場所 月額料金 

地下1階 33,000円

地下2階 29,700円

地下3階 27,500円

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考
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設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 2 年 10 月 1 日 



条例適用不利益処分個票

ID: 350
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 割増金の徴収 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例 第10条 

例 規 番 号 平成8年条例第28号 

【根拠条文】 

(割増金) 

第10条 市長は、料金の徴収を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2

倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 351
担当部署: 都市建設部 建設総務課 

処分の概要 退去命令 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例 第12条第2項 

例 規 番 号 平成8年条例第28号 

【根拠条文】 

(禁止行為等) 

第12条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。 

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を汚損し、又は損傷すること。 

(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、退去を命ずることができる。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 


